
道央地域ごみ処理施設計画に関する専門委員の意見

　NO.２　処理方針及びその理由・留意点
第６回道央地域ごみ処理専門委員会資料

委　員 私                見

　　ただし、２市がバイオガス化で３町は堆肥化はひとつの考え方であり、前提としない。

　　バイオガス化は、コンポスト化では炭酸ガスとなる部分をメタンエネルギーとして回収し、得られるコンポストは同じ料という意味で大賛成でありますが、これは下水処理の一方式であると考えます。

　　ＲＤＦ方式は地域内では効率のよい焼却炉を作れない場合の広域処理の運搬効率を考えた方式で、「ダイオキシン処理や最終処分の責任の分担」を考えに入れなければ無責任なものとなります。
　　炭化処理はエネルギー収支を考慮すると、もとよりナンセンスと考えます。ごみ全量堆肥化は上記の理由（バイオガスに劣る）で選択しません。
　　私の地域でも狂牛病関連で肉骨粉や生肉残渣の処理に苦慮しましたが、いつ何時安全な焼却炉がほしいという場合が起こることを考慮しますと、完全無機化できる焼却炉は地域で持っているべきものと考えます。

Ｇ 委 員

      更に家庭生ごみだけのバイオガス化には現時点では技術的にも不安が残り、また下水処理場とダブルで存在することに疑問があります。くみ取り屎尿（や畜産屎尿）とのコンバインは賛成です（下水処理場に設置）。

Ａ 委 員

Ｂ 委 員

Ｃ 委 員

○　処理方針について

○　理 由

　　　次善の策として熱処理がなくてもよいであろう。

　　・分別が不十分な時点でのバイオガス化では、脱水汚泥の埋め立てもありうる。
　　・熱利用も含めて、生ごみの資源化物の用途先については、十分なアセスメントが必要である。ただし、物質収支的観点や経済的観点を強調しすぎない。
　　・ＲＤＦ化については、将来不安を残さないよう、さらなる利用先の確保も必要である。

○　留意点として
　　・原案のように、単に行政区で分けるのではなく、リスクの低減効果や資源物効率を発揮できる量的組み合わせを考える。
　　・バイオガスについては、排水の下水道放流ができないと困難さが伴い、設置場所の制約がある。
　　・分別が十分な３町は堆肥化でもバイオガス化でも可能であるが、これから進める２市では、まずバイオガス化を進め、順次堆肥化を考えることも可能。

　　・ＲＤＦ化処理～実稼動施設が４０ヶ所以上に達しており、技術的に問題はない。ただし、プラントメーカーの技術的な優劣は大きい。　　　　　・保管や輸送費が高い傾向にある。

      私の選択は「ごみ分別は出来るだけ簡素に」、「中間処理に力を入れる（プロフェッショナルな）」、「最終処分は無機物にしてから」というものです。生ごみは調理くずが減り食べ残しが主になり（塩分の多い）、
　   食べ残しは近い将来ディスポーザ方式になる（べき）と考えます。従って、現在分別堆肥化を行っている３町は除き「可燃物全てをガス化溶融処理」というのが私の選択です。

　　・堆肥化及びＲＤＦ化については、製品の質、量と需要側の要望との調整を図る必要がある。副資材の確保や保管場所の確保が必要となる。

○　選択すべき方式について
　　当協議会の選択すべき方式は、堆肥化方式とＲＤＦ（炭化方式）の組み合わせが最も望ましいと考えられる。しかしながら、処理基本条件（追加資料ｐ.４）では、堆肥化設備の処理能力が１日当り12トンと99
      トンであり、ＲＤＦ施設及び炭化処理施設が73トンと153トンである。いずれの施設についても製造した製品（堆肥、ＲＤＦ、炭化物）の利用が大きな課題になることから、製品の需要を調査し、確実に消費でき

　　・堆肥化処理～大規模施設により堆肥を製造した場合には、その利用先の確保が課題となる。

　   る量を把握してから処理能力を決定すべきである。
○　留意点として

　　委員会の選択肢では、バイオガス処理、堆肥化処理、ＲＤＦ化処理、炭化処理及びガス化溶融処理方法が提案されており、２市３町の地域及び処理技術の組み合わせにより１２種類の組み合わせが提案されている。
      今後の循環型社会への移行を考慮すると、ただ単純に焼却する従来の方法を選択するよりも、住民参加を含めて分別収集を取り入れたリサイクルへの道を選択すべきであると考える。
      特に、３町ではすでに従来から堆肥化処理を実施し、地域に根ざした処理が行われ、製造された堆肥は有効に利用されている。従って、これを踏襲して施設整備を図ったとしてもごみ処理になんら支障を及ぼすこと
　   はないと考えられる。しかしながら、この方法を２市に拡大した場合には堆肥化量が膨大になり施設の立地条件、製品の利用先の確保や保管等課題が大きくなる。
　   また、２市の一部を堆肥化にした場合は、同じ市内でも分別収集方式が異なるなど混乱を生じかねない。
　   以上の理由により、堆肥化は３町の方式を継続することが適切であると考えられる。なお、２市生ごみを堆肥化することが望ましいので、実施できれば選択肢として有望である。また、利用先の確保がやや不確実な
      場合には、一部を炭化処理により用途の拡大あるいはＲＤＦ製造の乾燥、脱臭熱源としての利用等、幅広い選択肢を検討し、ごみ処理に支障が生じない方策を選択すべきであると考える。　　
      可燃ごみについては、ＲＤＦか処理あるいは炭化処理が提案されているが、製造されたＲＤＦが確実に利用が保証できるのである条件を明確にする必要がある。

　　・現時点で受け入れ先がある。　　　　　　
　　・最終的バッファーとして（資源化が不向きな廃棄物への対応、資源化残さへの対応、処理プロセスのトラブル時への対応、災害時への対応等）熱処理が望ましいが、本地域では埋め立て対応が可能であるため、

　　・炭化については、用途確保に？。　　

○　処理方針について（委員会選択肢では）
　　生ごみを２市３町全域で分別収集することを前提として、選択肢Ⅰ－Ａー１（２市：バイオガス化、３町：堆肥化、２市３町：ＲＤＦ）とする。

　①循環型社会形成を推進する点から、また地域特性の点から、フィロソフィーとして、生ごみは別個に資源化を図るものとする。　　　　　　             →選択肢Ⅰが残る
　②生ごみの資源化の方法としてバイオガス化と堆肥化を想定した場合
　　・３町の経験で堆肥化はうまくいっている。　　　　　　・堆肥の受け入れ容量はあるようである。　　
　　・いずれも生物処理であることから、全量をひとつの方法で行うことはリスクが伴う。　　
　　・バイオガス化を選択しても堆肥化プロセスが必要とされる（不可欠ではないが）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →選択肢Ⅰ－Ａが残る
　③可燃ごみについては、ＲＤＦ化を図る。ただし、絶対的ではなくひとつの考え方として

   ②住民の分別が確実に行えるように工夫すること。行政は、徹底した分別を住民に要求すること。そのために、議会や住民組織の意識の啓発し、その気にさせること。
   ③狂牛病問題の波及に注意すること。（プリオンが生ごみ処理物や処理過程から放出され、危険であるという風聞が生まれないかどうか。）

　①生ごみを分別して、２市ではバイオガス化、残渣物は３町の堆肥化施設へ搬入（もし分別が悪く、堆肥化に不適な残渣となったときは埋立）。３町では従来通り、堆肥化処理を行う。
  　 ただし、３町の堆肥化も、籾殻を用いた堆肥化から、木材チップ等を用いた完熟堆肥の方向を目指す
　②可燃物は、ＲＤＦ化を行う。北海道では、ＲＤＦの使用先を十分確保できる。もちろん、品質向上のために、分別性の向上を常に住民に訴えることが必要。

   ①ごみから、可能な限り多くの再生物を得ようという点で優れている。
   ②バイオガス発電で場内使用電気に転用でき、ＲＤＦの一部燃焼で場内の使用熱を賄える可能性があり、処理コストを削減できる。
　③地域の条件として、既に生ごみ分別に関して実績がある。また、最終手段として埋立処分に依存できる。
○　留意点として

　・生ごみを除いた可燃ごみの炭化処理は、その必要性に疑問を持つ。生ごみの分別は最初から完全を望むのは無理で、可燃ごみには若干の生ごみの混入は予想される。
　　しかし、ＲＤＦの製造時の環境問題や製品の品質が利用先に受け入れられない程、悪くなるといった懸念はすでに解決されている。熱源としての利用を優先する協議会の意見を尊重する。

      らである。 

　①維持管理コストを削減のために、施設設計をより詳細に検討し、発注仕様書を合理的に作成すること。バイオガス施設とＲＤＦ施設を同一敷地に設置すること。下水道放流できる地域に設置すること。

　   同時に、ごみ減量のなお一層の推進が必要である。そのために減量努力を促す種々の工夫が行われるべきである。資源物としての分別収集品目を増やすこと、並びに生ごみとその他の可燃ごみとで差をつけた有料化
      の採用も視野に入れ（既に計画されている自治体もあるかもしれないが）、住民が自発的に減量に向かって努力する体制を作ることが必要である。

○　処理方針について（基本計画と同様。委員会選択肢ではⅠ－Ａー１）

　   委員会の中でも意見が出たように、そうした方向で行政側が積極的な姿勢をみせることも不可欠である。

○　理 由

○　処理方針及びその理由・留意点について

　　・道内においてＲＤＦの利用先が確保されている。複数の利用施設が望ましい。　　　　　・生ごみを含んだ場合の乾燥設備及びダイオキシン類対策も対応が容易である。

      徹底を求めて、繰り返し指導・助言を行う必要がある。

○　処理方針について
　　結論を先にいえば、将来を考えて２市３町が全域で生ごみの堆肥化、可燃ごみのＲＤＦ化を行うのがベストと考える。（Ⅰ－Ｃ－１のパターンの採用）
　　ただし、当面は３町の堆肥化施設が利用可能であり、地域の堆肥利用者の便宜を考慮して、新しい施設の技術の習熟、及び新施設からの製品の利用開拓の期間は、しばらくの間は現在の堆肥化施設の稼動を予定して
　　おくことが望ましい。新施設の処理能力は全域の処理が可能なものとする。

　　いずれの方法をとるにしても、住民の分別に対する協力なしでは進まない。行政の側からだけでなく、住民組織、各種の市民団体が力を合わせて分別方法や排出時のルールの徹底、住民意識の高揚や分別目的の周知

　   生ごみ単独でのガス化施設の運転実績が未だ少なく、予定される処理量での性能にまだ自信がもてない。実証プラントとして研究的に運転する意欲をもつならば期待できるが、実施設として踏み切るには時期尚早で
      はないか。　　

     ・生ごみは堆肥化処理、可燃ごみは炭化処理
○  理由として

○  留意点として

     ・恵庭・北広島のような農村では堆肥化が最も優れたごみ処理法である。
     ・可燃ごみは、単に燃やすことより、少しでも有効利用が可能な方法を考えるべき。

     ・農地に品質のよい有機物が必要なのにどこにも見当たらない。　　　　　　　　　　　　　　　　

     コンサルタントがいうような高速堆肥施設では、良い堆肥を作れないので、高品質な堆肥製造システムを用いる必要がある。

○  処理方針について（委員会選択肢ではⅠーＣー２）

２．処理方式の選定手順の明確化

   ③意思決定にあたっての住民の関与形態
３．提案処理方式の実行可能性の評価

   ②意思決定の方法

　　提案されている方式がごみの資源化・適正処理システムとして導入されたときのごみや資源の流れを検討し、多角的視点(経済性、環境負荷、エネルギー消費、収集体系、住民合意、住民への負担、施設の立地場所、
　　最終処分場への負荷、長期的なごみ処理計画との整合性、システムの継続性、システムの維持管理性、長期的な需給関係、農業者等関連事業者との連携、関係市町間での連携等)から各システム化のメリットやデメリ
　　ットを明らかにすることによって、それらのシステムの実行可能性を評価すべきである。

○　理　　由
　・委員会に提案されているいくつかの方法の中で、分別については住民の積極的な協力が得られることを予想し（少し期待し過ぎかな？）、生ごみの分別を必要としないⅡの方式は候補からはずす。
　・バイオガス化は発生ガスによるその発電量とその電力の自家消費、あるいはガス燃焼による熱供給が可能で有利な点が多い。ＲＤＦプラントとの併設で相互に補完し合うことができ、運転経費の節減が期待できるが、

   ①本委員会運営における委員側の再認識

     ・堆肥化は最もランニングコストがかからない。

Ｅ 委 員
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Ｄ 委 員

○　留意点として

　・堆肥化を選んだ理由は、生ごみの抱えている多くの課題をほとんどクリアーできるし、製品として堆肥を受け入れる条件に恵まれている。また堆肥の製造・利用に関する　指導・助言を行う体制にも期待が持てるか　


